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公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター（以下「暴追セン

ター」という。）定款第１５条第３項及び第３４条第３項の規定に基づき、役員及び評

議員の報酬等並びに費用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

⑴ 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

⑵ 常勤役員とは、理事のうち、暴追センターを主たる勤務場所とする者をいう。

⑶ 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。

⑷ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び

退職慰労金であって、その名称のいかんを問わず、費用とは明確に区分されるもの

をいう。

⑸ 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費を含む）

及び手数料等をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。

（報酬の支給）

第３条 常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。

２ 常勤役員の報酬は月額とする。

３ 役員等には、 退職慰労金を支給しない。

（報酬の額の決定）

第４条 常勤役員の報酬は、一人年額６００万円以下とし、常勤役員の報酬月額は、報

酬月額表（別表第１）のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。

（報酬の支給日）

第５条 常勤役員の報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に

支払うものとする。

２ 新たに就任した常勤役員の当月の報酬は、就任日から日割り計算により、常勤役員

が退職したときは、同様に退職日までを支給する。

（通勤手当）

第６条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤手当を支給する。

２ 常勤役員に支給する通勤手当は、公共交通機関利用の場合は、定期券又は回数券の

実費額とし、自動車等利用の場合は、自動車等利用における通勤手当支給額表（別表

第２）によるものとする。

３ 常勤役員が新たに就任又は退任した場合の通勤手当支給額は、前条第２項の例によ

る。

（費用）

第７条 役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあ

った日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては事前に支払
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うものとする。

２ 役員等による費用負担の算出基準については、公共交通機関利用の場合は、その実

費額、私有車両利用の場合は、１キロメートル当たり２５円及び有料道路の実費額と

する。

３ 役員等が、その職務遂行に当たり費用負担を生じた場合は、職務遂行に伴う負担費

用請求書（別記様式）により理事長に請求するものとする。

（公表）

第８条 暴追センターは、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

（改廃）

第９条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。

附 則

この規程は、平成２５年７月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。
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別表第１（第４条関係）

報 酬 月 額 表

号 俸 報 酬 月 額

１ 号 俸 ３００,０００円

２ 号 俸 ３１０,０００円

３ 号 俸 ３２０,０００円

４ 号 俸 ３３０,０００円

５ 号 俸 ３４０,０００円

６ 号 俸 ３５０,０００円

７ 号 俸 ３６０,０００円

８ 号 俸 ３７０,０００円

９ 号 俸 ３８０,０００円

10 号 俸 ３９０,０００円

11 号 俸 ４００,０００円

12 号 俸 ４１０,０００円

13 号 俸 ４２０,０００円

14 号 俸 ４３０,０００円

15 号 俸 ４４０,０００円

16 号 俸 ４５０,０００円

17 号 俸 ４６０,０００円

18 号 俸 ４７０,０００円

19 号 俸 ４８０,０００円

20 号 俸 ４９０,０００円

21 号 俸 ５００,０００円
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別表第２（第６条関係）

自動車等利用における通勤手当支給額表

区 分 支 給 額

自動車等の使用距離が片道５キロメートル未満

２，０００円

の常勤役員

自動車等の使用距離が片道５キロメートル以上

４，１００円

１０キロメートル未満の常勤役員

自動車等の使用距離が片道１０キロメートル以上

６，２００円

１５キロメートル未満の常勤役員

自動車等の使用距離が片道１５キロメートル以上

８，９００円

２０キロメートル未満の常勤役員

自動車等の使用距離が片道２０キロメートル以上

１１，３００円

２５キロメートル未満の常勤役員

自動車等の使用距離が片道２５キロメートル以上

１３，７００円

３０キロメートル未満の常勤役員

自動車等の使用距離が片道３０キロメートル以上

１６，１００円

の常勤役員
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別記様式（第７条関係）

元 号 年 月 日
理 事 長 事 務 局 員

公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター理事長 殿

公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

理事・監事・評議員 印

職 務 遂 行 に 伴 う 負 担 費 用 請 求 書

職務遂行に伴い、次のとおり費用を負担したから請求します。

費用負担の 元号 年 月 日

年月日

職務の業態・ 理事会・評議員会出席

種別 その他（ ）

費 用 額 円

費用の内訳・

内容等

交通費の 公共交通機関利用

場合 自宅～ 経由 まで

往復旅費 円

私有車両使用

自宅～ まで キロメートル

自宅から目的地までの走行距離×２×２５＋有料道路代＝費用額

（１キロメートル当たりの単価２５円は、「群馬県職員等の旅費に関する条例」に準ずる。）

備 考
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